
他部局における健康福祉関連施策 

事  業  名 事  業  概  要 

高
齢
者
・
障
が
い
者
の
雇
用
対
策 

シルバー人材セン

ター 

（労働雇用創生

課） 

 

根拠法令等 

「高年齢者等の雇

用の安定等に関す

る法律」 

（S46.5.25法律第

68号） 

 

本格的な高齢社会の到来に対応するためには、高年齢者の知識、技能、経験を生かし、生きが

いの充実や社会参加を希望する高年齢者に対して、その意欲と能力に応じて地域に密着した就業

機会を提供することにより、活力ある地域社会づくりを図る必要がある。現在、シルバー人材セ

ンターは14市31町村に設置されている。  

また、平成９年10月には、(公社)熊本県シルバー人材センター連合会を設立し、県下全域での

事業の実施と県内各センターの取りまとめを行っている。 

○対象者 おおむね60歳以上 

○会員数 9,877人 （H31.3.31現在）  

○設置市町村 熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池

市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、

南関町、長洲町、大津町、菊陽町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西

原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、錦町、

あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、

苓北町、津奈木町、南小国町 

 

 

 

 

障害者就業・生活

支援センター事業 

（労働雇用創生

課） 

 

根拠法令 

「障害者の雇用の

促進等に関する法

律」 

（S35.7.25法律第

123号） 

障がい者の職業生活における自立を図るため、就業、日常生活、又は社会生活上の支援を必要

としている障がい者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関と連携し、身近な地域におい

て必要な指導、助言その他の支援を行い、雇用の促進及び職業の安定を図る。 

<熊本障害者就業・生活支援センター「くまもと障がい者ワーク・ライフサポートセンター縁」> 

○運営主体 社会福祉法人慶信会 

○対象地域 熊本地域（熊本、上益城圏域） 

○配  置 熊本市内に支援ワーカー10名を配置 

<熊本県南部障害者就業・生活支援センター「結」> 

○運営主体 社会福祉法人東康会 

○対象地域 県南（宇城、八代圏域） 

○配  置 八代市内に支援ワーカー５名を配置 

<熊本県北部障害者就業・生活支援センター「がまだす」> 

○運営主体 社会福祉法人菊愛会 ○対象地域 県北（鹿本、菊池、阿蘇圏域） 

○配  置 菊池市内に支援ワーカー６名を配置 

<熊本県有明障害者就業・生活支援センター「きずな」> 

○運営主体 医療法人信和会 ○対象地域 有明圏域 

○配  置 玉名市内に支援ワーカー４名を配置 

＜熊本県天草障害者就業・生活支援センター＞ 

  ○運営主体 社会福祉法人弘仁会 ○対象地域 天草圏域 

  ○配  置 天草市内に支援ワーカー４名を配置 

＜熊本県芦北･球磨障害者就業・生活支援センター「みなよし」＞ 

  ○運営主体 社会福祉法人水俣市社会福祉事業団 ○対象地域 芦北、球磨圏域 

  ○配  置 水俣市内に支援ワーカー４名を配置 

＜共通＞ 

○事業内容 ①障がい者からの相談に応じ必要な指導及び援助を行うとともに、関係機関と

の連絡調整、事業主に対する助言等、障がい者が職業生活における自立を図

るために必要な援助を総合的に行う。 

②障害者職業総合センター等が行う職業準備訓練を受けることについてあっせ

んする。 等 
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事  業  名 事  業  概  要 

特
別
支
援
教
育 

特別支援教育 

（特別支援教育課 

高校教育課 

 義務教育課） 

 

根拠法令等 

 「学校教育法」  

(S22.3.31制定) 

(H19.4.1改正) 

 特別支援教育は、障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、一人一人の教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の

困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。 

通常の学級に在籍する知的な遅れのない発達障がいを含めて、教育上特別の支援を必要とする

幼児児童生徒が在籍するすべての学校において実施されている。県では、幼児児童生徒の支援充

実のため、対応が困難な事例ほどより専門性の高い支援が得られる「段階的な支援体制」を構築

し、支援に当たっている。 

○特別支援学校の概要 （県立１８校、市立２校）    〔表中 （ ） 内は県内設置数〕 

特別支援学校 概           要 

主として視覚障がい者に

対する教育を行う特別支

援学校(1) 

幼稚部、小学部、中学部、高等部（専攻科を含む）を設置。

幼・小・中・高校に準じた教育を行うとともに、障がいに基

づく困難を改善・克服するための教育を実施。 

主として聴覚障がい者に

対する教育を行う特別支

援学校(1) 

同 上 

主として知的障がい者に

対する教育を行う特別支

援学校 

(県立10・市立2) 

小学部、中学部、高等部を設置（高等部のみの特別支援学校

３校）。障がいに基づく困難を改善・克服するための教育を

実施� 

主として肢体不自由者及

び知的障がい�に対する教

育を行う特別支援学校

(2) 

肢体不自由の児童生徒を対象とした小学部、中学部、高等部

及び、知的障がいの生徒を対象とした高等部を設置。小・中・

高校に準じた教育を行う(１校のみ)とともに、障がいに基づ

く困難を改善・克服するための教育を実施。 

主として肢体不自由者に

対する教育を行う特別支

援学校(3) 

小学部、中学部、高等部を設置。障がいに基づく困難を改善・

克服するため�教育を実施。 

主として肢体不自由者及

び病弱�に対する教育を行

う特別支援学校(1) 

幼稚部、小学部、中学部を設置。幼・小・中に準じた教育を

行うとともに、障がいに基づく困難を改善・克服するための

教育を実施�。※病弱は小・中学部訪問教育のみ。 

主として病弱者に対する

教育を行う特別支援学校

(1) 

小学部、中学部、高等部を設置。病気等により、継続して医

療や生活上の管理が必要な子どもに対して、小・中・高校に

準じた教育を行うとともに、障がいに基づく困難を改善・克

服するための教育を実施。 

※この他、熊本大学教育学部附属特別支援学校（知的障がい）がある。 

○小・中学校、義務教育学校特別支援学級、義務教育学校、高等学校における通級による指導概

要 

学級等 対象者 概           要 

特別支援学級 

（県内各地� 

教育上特別の

支援を必要と

する児童生徒 

障がいにより通常の学級における指導では、十分に
指導の効果を上げることが困難な児童生徒のため
に編制された少人数の学級。本県には知的障がい、
肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、自閉症・
情緒障がい学級が設置。 

通級による指導 

（県内各地） 

小・中学校、義

務教育学校、高

等学校の通常

の学級に在籍

する教育上特

別の支援を必

要とする児童

生徒  

大部分の指導を通常の学級で受けながら、一部障が
いに応じた特別の指導を、特別な場で受ける形態。
障がいのある児童生徒が障がいによる学習上又は
生活上の困難を主体的に改善・克服するための指導
（特別支援学校の自立活動に相当）を実施。小・中
学校、義務教育学校は、月１～週８単位時間程度、
高等学校は年間7単位を超えない範囲で実施する。
本県には、言語障がい、情緒障がい、難聴、ＬＤ（学
習障がい）・ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障がい）の
教室を設置。 

○小・中学校通常の学級、高等学校での支援 

 公立小・中学校、義務教育学校及び高等学校では、すべての学校で特別支援教育コーディネー

ターを指名するとともに、校内委員会を設置し、関係機関と連携した支援体制を構築。それぞれ

の学習指導要領では、「特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、例えば指導についての計画

又は家庭や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成するな

どして、個々の児童（生徒）の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的、組織

的に行うこと。」と記載されており、本県においては地域ごとに各特別支援学校が助言等を行い支

援の充実を図っている。 
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事  業  名 事  業  概  要 

特
別
支
援
教
育 

私立学校経常費助

成費補助 

（私学振興課） 

 

根拠法冷等 

「学校教育法」 

「私立学校振興助

成法」 

 

（高等学校への補助） 

特別な支援を要する生徒の受入れ、個別の教育支援計画の策定、個別の指導計画の作成並びに

特別支援教育、不登校対策、いじめ対策、中途退学対策のための校内組織の整備及び取組を行っ

ている高等学校に、特別支援教育等に必要な経常的経費の一部を補助し、特別支援教育体制の充

実を図る。 

受入れ及び計画の策定等については、障がいを有していることが確認できる生徒（身体障害者

手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、診断書等により確認できる者。また、病院、中学校

からの情報提供書等により確認できる者。なお、保護者が記入した健康調査書等による場合は、

記載内容｛（傷病名（ＡＤＨＤ、ＬＤ等）や服用している薬名｝により、明らかに障がいを有して

いるとわかる場合）のみを対象とする。 

また、校内組織の整備及び取組については、組織を整備のうえ取組が実施されていることが分

かる書類（校務分掌等）にて確認を行う。 

・平成３０年度の各学校における取組実績 

 特別な支援を要する生徒の受入れ         19校（253人） 

 個別の教育支援計画の策定            11校（161人） 

 個別の指導計画の作成              11校（164人） 

 校内組織の整備及び取組（不登校対策等の生徒対策を含む） 21校 

 

熊本時習館特別支

援相談員派遣事業 

（私学振興課） 

 

根拠法令 

県単独事業 

発達障がいに関する専門知識を有する者を私立学校(私立中学高等学校等)に派遣し、教職員に

対する研修会の実施や、発達障がいのある生徒への対応について助言することにより私立学校を

支援し、発達障がいのある生徒の修学環境の向上を図る。 

主な支援の内容 

○私立学校における校内支援体制の充実に関する支援 

・校内委員会による支援検討、特別支援コーディネーターを中心とした支援調整等の充実、

活用に必要な助言及び支援 

・発達障がいのある生徒に対する個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成支援に係る

助言及び支援 

 ○発達障がいのある生徒の対応に関する学校への支援 

・支援会議への参加、学校訪問や電話・電子メール等による学校（教職員）への助言及び支

援 

大
学
進
学
支
援 

熊本県夢応援進学

給付金（私学振興

課） 

 

根拠法令 

県単独事業 

 

 熊本地震により被災して経済的に進学が困難な生徒の大学進学を支援するため、「熊本県育英資

金（被災特例枠）」の貸付を受けて大学等に進学する非課税世帯の生徒に対して、大学等進学後に

給付金として自宅通学生には１０万円、自宅外通学者には３０万円を給付する。 
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１　公立特別支援学校 （平成30年５月１日現在）

〒 電話

幼 小 中 高 所　在　地 ＦＡＸ

８６２－０９０１ ０９６－３６８－３１４７

熊本市東区東町３－１４－１ ３６８－３１４８

８６２－０９０１ ０９６－３６８－２１３５

熊本市東区東町３－１４－２ ３６８－２１３７

８６１－１１０１ ０９６－２４９－１００１

合志市合生４３６０－７ ２４９－１１０２

８６２－０９４１ ０９６－３７１－２３２３

熊本市中央区出水５丁目５－１６ ３７１－００７８

８６２－０９０１ ０９６－３３１－０２２０

熊本市東区東町３－１４－２ ３３１－０２２１

８６９－０５０２ ０９６４－３３－２７９７

宇城市松橋町松橋３０８－１ ３３－２７３７

８６１－４６０６ ０９６－２３５－８０４０

上益城郡甲佐町横田３２７ ２３５－８０４１

８６４－００３２ ０９６８－６２－１１３１

荒尾市増永字西長浦２２９９－３ ６９－１０６４

８６９－１２３５ ０９６－２９３－０４８６

菊池郡大津町室１３８１ ２９３－８０５２

８６１－１１０１ ０９６－２４２－００６９

合志市合生４３００ ２４２－０２００

８６１－０３０４ ０９６８－４６－５６３８

山鹿市鹿本町御宇田３１２ ４６－５６４１

８６９－２５０１ ０９６７－４６－４３７０

阿蘇郡小国町宮原２６３５－２ ４６－５９８０

８６８－０５０１ ０９６６－４２－３７９２

球磨郡多良木町多良木４２１７ ４２－６９３８

８６３－０００５ ０９６９－２３－０１４１

天草市本町新休９７２ ２２－５６７３

８６０－０８３３ ０９６－２４５－６２３２

熊本市南区平成２丁目２０－１ ２４５－６２４２

８６６－００１４ ０９６５－３２－３２５１

八代市高島町１－６ ３９－５００７

松橋支援学校(肢） ○ ○ 42 ８６９－０５４３ ０９６４－３２－０７２９

高等部専門学科(知） 54 宇城市松橋町南豊崎２５２ ３２－０５６５

８６９－４２０１ ０９６５－５２－３６１１

八代市鏡町鏡村９３７ ５２－５１６１

８６９－５４６１ ０９６６－８２－４６２７

葦北郡芦北町芦北２８２９－８ ８２－４６０６

８６９－５４３１ ０９６６－６１－３３０３

葦北郡芦北町乙千屋２０－２ ６１－３３０４

８６０－００４６ ０９６－３１９－２０００

熊本市西区横手５丁目１６－２８ ３１９－２１１１

８６２－０９４７ ０９６－３７９－４４２０

熊本市東区画図町重富５７５ ３７９－４４２０

８６３－２５０３ ０９６９－３５－１７８０

天草郡苓北町志岐１１２０ ３５－２７６６

松橋東支援学校(肢） ○ 19 ８６９－０５２４ ０９６４－３２－１７２６

訪問(病） 4 宇城市松橋町豊福２９１０ ３２－２２８０

８６１－１１０２ ０９６－２４２－０１５６

合志市須屋２６５９ ２４２－５３４１

19校 3171718 41,954

２　国立特別支援学校

〒 電話

幼 小 中 高 所　在　地 ＦＡＸ

８６０－０８６２ ０９６－３４２－２９５３

熊本市中央区黒髪５丁目１７－１ ３４２－２９５０

※平成31年4月に熊本県立熊本はばたき高等支援学校が開校。それに伴い熊本支援学校高等部 東町分教室が閉室。

県
肢体不自由者及び
病弱者に対する教

育
○ ○

県 黒石原支援学校

○ 42

在
籍
数

○ ○ 45

○

設
置
者

学　校　等　名
当該学校が主として
行う教育

設置学部 寄
宿
舎

視覚障がい者に対
する教育

○ ○ ○県

設
置
者

県 苓北支援学校

141

在
籍
数

松橋西支援学校 ○

160

○

○

○

○

○ ○

盲学校

県 ひのくに高等支援学校

県 熊本聾学校
聴覚障がい者に対
する教育

○ 85

熊本支援学校 ○ ○ 239

○ ○ 108

○

18

○ 146

県

○○

○

大津支援学校

高等部上益城分教室
（甲佐高等学校内）

荒尾支援学校 ○

菊池支援学校 ○

27

○ 148

○

○ ○ 34○

高等部東町分教室
（熊本聾学校内）

58

○

○

県

県 小国支援学校

○県 球磨支援学校

107

○ 80

○

○

県 天草支援学校

市
熊本市立

平成さくら支援学校

82○ ○

25

44

県

○

県
高等部佐敷分教室(知)
（芦北高等学校内）

26

○ ○ 19○

○

○

熊本大学教育学部附属特別支援学校

学　校　名

計

国

病弱者に対する教
育

○

○ 119

特別支援学校一覧

○ ○

○

知的障がい者及び
肢体不自由者に対
する教育

61

肢体不自由者に対
する教育

61○ ○

設置学部 寄
宿
舎

江津湖療育医療
センター分教室

21

熊本かがやきの森
支援学校

○○ ○

県

高等部氷川分教室(知）

県

県

市
八代市立

八代支援学校

知的障がい者に対
する教育

県

高等部山鹿分教室
（鹿本商工高等学校内）

芦北支援学校(肢) ○ ○

-212-


